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愛知県図書館の概要   
平成 26年 4 月 1日現在 

区分 内容 

所在地 名古屋市中区三の丸一丁目 9－3 

開館 平成 3年 4 月 20 日 

経緯 

 

昭和 34 年に、美術館、講堂、図書館の三者を一体とした総合的文化施設として愛知

県文化会館は建設された。その後、施設の老朽化やスペースの狭隘化に対応するため、

大型複合的文化施設として愛知芸術文化センターが建設された。このうち、美術館、

芸術劇場、文化情報センターは栄施設、県図書館は名城施設と称している。 

土地 面積 10,120.24 ㎡ 

建物 建築面積  3,516.15 ㎡  規模 地上 5 階、地下 2 階、塔屋 

延床面積 19,604.39 ㎡    構造 鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC） 

所蔵状況 図書(和書、洋書) 1,082,122 冊   音響資料(CD 等) 16,989 点  映像資料(DVD 等)   

5,547 点  雑誌 8,472 タイトル  新聞(原紙版、縮刷版等) 255 タイトル 

貸 出 サ ー

ビス 

冊・点数：図書 6冊、紙芝居 6点、ＡＶ資料 3点、視覚障害者資料原本 6冊分 

貸出期間：いずれも 22日間 

利 用 者 に

応 じ た

サービス 

１階 児童図書室（乳幼児から小学生を対象として児童図書、絵本等） 

  視覚障害者資料室（対面朗読サービス、録音図書の作成・貸出等） 

重度心身障害者サービス（郵送による資料の貸出） 

ＡＶ室（DVD、CD 等） 

2 階 利用者用インターネット端末 

3 階 ティーンズコーナー（中・高校生向けの図書、雑誌等） 

 多文化サービスコーナー（中国語、ハングル、ポルトガル語の資料） 

 地域資料コーナー（行政資料、市町村史誌等の愛知県に関する資料） 

4 階 ビジネス情報コーナー（企業・業界情報、資格・就職情報等） 

  利用者が契約している無線 LAN を経由してインターネットに接続できるエリア 

利用状況 

(25 年度) 

入館者数 614,901 人  登録者数 46,543 人 

個人への館外貸出数  図書 452,782 冊、視聴覚資料 81,077 点 

遠隔地返却の利用数  延べ 775 人、2,516 冊・点 

ホームページ（トップページ）アクセス件数 553,901 件 

協力業務 協力貸出 県図書館が所蔵する資料を地域住民の求めに応じて市町村図書館を窓口

として提供する事業 

相互貸借 東海・北陸ブロックの県立図書館間、同ブロック内の市町村図書館間等に

おける所蔵資料の貸借の中継 

貸出文庫 図書館未設置の 4町村の教育委員会に対する図書の貸出 

図 書 館 サ

ポ ー タ ー

等 

おはなし会サポーター16 名、資料補修サポーター2名 

朗読協力員 49 名 

指 定 管 理

者 制 度 の

導入 

施設管理業務については、平成 25 年度から愛知県ビルメンテナンス協会を指定管理

者としている。なお、司書職員が行う図書館運営の基幹業務については、引き続き直

営方式を継続している。 

運営費 6 億 2,841 万円(26 年度) 

職員定数 正規職員 41 人(うち司書 35 人)、再任用職員 4人(うち司書 3人)、嘱託 27 人(うち司

書 27 人) 計 72 人(うち司書 65 人) (26 年度) 

県 内 関 係

団体 

愛知図書館協会 

会員は、愛知県内の図書館施設及び個人（事務局 県図書館） 

愛知県公立図書館長協議会 

会員は、愛知県内の公立図書館の館長（事務局 県図書館） 
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図書館法改正の骨子（平成 20年 6月） 

 

１） 図書館サービスのために留意すべき事項に、「家庭教育の向上に資するこ

と」を加え（第 3 条）、図書館協議会の委員に家庭教育関係者を加えた。これは

教育基本法における家庭教育の重視を受けたものである。 

 

２）図書館が収集すべき資料に電磁的記録（ＣＤ・ＤＶＤ等）を加えて、これ

らの資料を収集しやすいように図った（第 3 条第 1 号）。 

 

３）各個人が、社会教育における学習成果を活用して、図書館で教育活動等を

行おうとする場合に、図書館はその活動の機会を提供し、提供を奨励すること

を定めた（第 3 条第 8 号）。これは人々の自主的な学習活動の奨励を図るもので

ある。 

 

４）司書資格を取得するために、大学において履修すべき図書館に関する科目

を文部科学省が定めることを規定した（第 5 条第 1 号）。これは、大学における

司書養成の充実を図るもので、図書館界の長年の念願が実現されたものである。 

 

５）文部科学省・都道府県教育委員会は、司書・司書補の資質向上のために必

要な研修の実施に努めることを規定した（第 7 条）。従来、研修については、図

書館法に明文の規定がなかったが、文部科学省等による研修の根拠が明確にな

った。 

 

６）文部科学省は、図書館の健全な発達を図るため、図書館の設置及び運営上

望ましい基準を定め、公表することを定めた（第 7 条の２）。これまでの公立図

書館の設置及び運営上望ましい基準に関する規定（第 18 条）は削除され、第 1

章総則に第 7 条の２が新設された。今後は、公立図書館と私立図書館の両方を

対象とする図書館の設置及び運営上望ましい基準を定めることになる。 

 

７）図書館は、図書館の運営状況について評価を行い、その結果に基づき、運

営の改善のための必要な措置を講じ、運営状況に関する情報を地域住民等へ積

極的に提供するよう努めなければならないことを規定した（第 7 条の３、４）。

これは、地方公共団体に対して、図書館運営においても、経営サイクルの着実

な実施と住民に対する情報提供を求めるものである。 

 

 

出典：薬袋秀樹「図書館法」『生涯学習研究ｅ事典』（http://ejiten.javea.or.jp/） 
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図書館の設置及び運営上の望ましい基準 
（平成24年12月19日文部科学省告示第172号） 
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六 危機管理 

 

第二 公立図書館 

一 市町村立図書館 

１ 管理運営 

（一） 基本的運営方針及び事業計画 

（二） 運営の状況に関する点検及び評

価等 

（三） 広報活動及び情報公開 

（四） 開館日時等 

（五） 図書館協議会 

（六） 施設・設備 

２ 図書館資料 

（一） 図書館資料の収集等 

（二） 図書館資料の組織化 

３ 図書館サービス 

（一） 貸出サービス等 

（二） 情報サービス 

（三） 地域の課題に対応したサービス 

（四） 利用者に対応したサービス 

（五） 多様な学習機会の提供 

（六） ボランティア活動等の促進 

４ 職員 

（一） 職員の配置等 

（二） 職員の研修 

 

二 都道府県立図書館 

１ 域内の図書館への支援 

２ 施設・設備 

３ 調査研究 

４ 図書館資料 

５ 職員 

６ 準用 

 

第三 私立図書館 

一 管理運営 

１ 運営の状況に関する点検及び評  

  価等 

２ 広報活動及び情報公開 

３ 開館日時 

４ 施設・設備 

二 図書館資料 

三 図書館サービス 

四 職員 

 

第一 総則 

一 趣旨 

①  この基準は、図書館法(昭和二十五年 

法律第百十八号。以下「法」という。)第

七条の二の規定に基づく図書館の設置及

び運営上の望ましい基準であり、図書館

の健全な発展に資することを目的とする。 

② 図書館は、この基準を踏まえ、法第三

条に掲げる事項等の図書館サービスの実

施に努めなければならない。 

二 設置の基本 

① 市（特別区を含む。以下同じ。）町村

は、住民に対して適切な図書館サービス

を行うことができるよう、住民の生活圏、

図書館の利用圏等を十分に考慮し、市町

村立図書館及び分館等の設置に努めると

ともに、必要に応じ移動図書館の活用を

行うものとする。併せて、市町村立図書

館と公民館図書室等との連携を推進する

ことにより、当該市町村の全域サービス

網の整備に努めるものとする。 

② 都道府県は、都道府県立図書館の拡充

に努め、住民に対して適切な図書館サー

ビスを行うとともに、図書館未設置の町

村が多く存在することも踏まえ、当該都

道府県内の図書館サービスの全体的な進

展を図る観点に立って、市町村に対して

市町村立図書館の設置及び運営に関する

必要な指導・助言等を行うものとする。 

③ 公立図書館（法第二条第二項に規定す

る公立図書館をいう。以下同じ。）の設

置に当たっては、サービス対象地域の人

口分布と人口構成、面積、地形、交通網

等を勘案して、適切な位置及び必要な図
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書館施設の床面積、蔵書収蔵能力、職員

数等を確保するよう努めるものとする。 

三 運営の基本 

① 図書館の設置者は、当該図書館の設置

の目的を適切に達成するため、司書及び

司書補の確保並びに資質・能力の向上に

十分留意しつつ、必要な管理運営体制の

構築に努めるものとする。 

② 市町村立図書館は、知識基盤社会にお

ける知識・情報の重要性を踏まえ、資料

（電磁的記録を含む。以下同じ。）や情

報の提供等の利用者及び住民に対する直

接的なサービスの実施や、読書活動の振

興を担う機関として、また、地域の情報

拠点として、利用者及び住民の要望や社

会の要請に応え、地域の実情に即した運

営に努めるものとする。 

③ 都道府県立図書館は、前項に規定する

事項に努めるほか、住民の需要を広域的

かつ総合的に把握して、資料及び情報を

体系的に収集、整理、保存及び提供する

こと等を通じて、市町村立図書館に対す

る円滑な図書館運営の確保のための援助

に努めるとともに、当該都道府県内の図

書館間の連絡調整等の推進に努めるもの

とする。 

④ 私立図書館（法第二条第二項に規定す

る私立図書館をいう。以下同じ。）は、

当該図書館を設置する法人の目的及び当

該図書館の設置の目的に基づき、広く公

益に資するよう運営を行うことが望まし

い。 

⑤ 図書館の設置者は、当該図書館の管理

を他の者に行わせる場合には、当該図書

館の事業の継続的かつ安定的な実施の確

保、事業の水準の維持及び向上、司書及

び司書補の確保並びに資質・能力の向上

等が図られるよう、当該管理者との緊密

な連携の下に、この基準に定められた事

項が確実に実施されるよう努めるものと

する。 

四 連携・協力 

① 図書館は、高度化・多様化する利用者

及び住民の要望に対応するとともに、利

用者及び住民の学習活動を支援する機能

の充実を図るため、資料や情報の相互利

用などの他の施設・団体等との協力を積

極的に推進するよう努めるものとする。 

② 図書館は、前項の活動の実施に当たっ

ては、図書館相互の連携のみならず、国

立国会図書館、地方公共団体の議会に附

置する図書室、学校図書館及び大学図書

館等の図書施設、学校、博物館及び公民

館等の社会教育施設、関係行政機関並び

に民間の調査研究施設及び民間団体等と

の連携にも努めるものとする。 

五 著作権等の権利の保護 

図書館は、その運営に当たって、職員や

利用者が著作権法（昭和四十五年法律第

四十八号）その他の法令に規定する権利

を侵害することのないよう努めるものと

する。 

六 危機管理 

① 図書館は、事故、災害その他非常の事

態による被害を防止するため、当該図書

館の特性を考慮しつつ、想定される事態

に係る危機管理に関する手引書の作成、

関係機関と連携した危機管理に関する訓

練の定期的な実施その他の十分な措置を

講じるものとする。 

② 図書館は、利用者の安全の確保のため、

防災上及び衛生上必要な設備を備えるも

のとする。 

 

第二 公立図書館 

一 市町村立図書館 

１ 管理運営 

（一）基本的運営方針及び事業計画 

① 市町村立図書館は、その設置の目的を

踏まえ、社会の変化や地域の実情に応じ、

当該図書館の事業の実施等に関する基本

的な運営の方針（以下「基本的運営方針」

という。）を策定し、公表するよう努め

るものとする。 

② 市町村立図書館は、基本的運営方針を

踏まえ、図書館サービスその他図書館の

運営に関する適切な指標を選定し、これ

らに係る目標を設定するとともに、事業

年度ごとに、当該事業年度の事業計画を

策定し、公表するよう努めるものとする。 
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③ 市町村立図書館は、基本的運営方針並

びに前項の指標、目標及び事業計画の策

定に当たっては、利用者及び住民の要望

並びに社会の要請に十分留意するものと

する。 

（二）運営の状況に関する点検及び評価

等 

① 市町村立図書館は、基本的運営方針に

基づいた運営がなされることを確保し、

その事業の水準の向上を図るため、各年

度の図書館サービスその他図書館の運営

の状況について、(一)の②の目標及び事

業計画の達成状況等に関し自ら点検及び

評価を行うよう努めなければならない。 

② 市町村立図書館は、前項の点検及び評

価のほか、当該図書館の運営体制の整備

の状況に応じ、図書館協議会（法第十四

条第一項に規定する図書館協議会をいう。

以下同じ。）の活用その他の方法により、

学校教育又は社会教育の関係者、家庭教

育の向上に資する活動を行う者、図書館

の事業に関して学識経験のある者、図書

館の利用者、住民その他の関係者・第三

者による評価を行うよう努めるものとす

る。 

③ 市町村立図書館は、前二項の点検及び

評価の結果に基づき、当該図書館の運営

の改善を図るため必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

④ 市町村立図書館は、第一項及び第二項

の点検及び評価の結果並びに前項の措置

の内容について、インターネットその他

の高度情報通信ネットワーク（以下「イ

ンターネット等」という。）をはじめと

した多様な媒体を活用すること等により、

積極的に公表するよう努めなければなら

ない。 

（三）広報活動及び情報公開 

市町村立図書館は、当該図書館に対する

住民の理解と関心を高め、利用者の拡大

を図るため、広報紙等の定期的な刊行や

インターネット等を活用した情報発信等、

積極的かつ計画的な広報活動及び情報公

開に努めるものとする。 

（四）開館日時等 

市町村立図書館は、利用者及び住民の利

用を促進するため、開館日・開館時間の

設定に当たっては、地域の実情や利用者

及び住民の多様な生活時間等に配慮する

ものとする。また、移動図書館を運行す

る場合は、適切な周期による運行等に努

めるものとする。 

（五）図書館協議会 

① 市町村教育委員会は、図書館協議会を

設置し、地域の実情を踏まえ、利用者及

び住民の要望を十分に反映した図書館の

運営がなされるよう努めるものとする。 

② 図書館協議会の委員には、法第十六条

の規定により条例で定める委員の任命の

基準に従いつつ、地域の実情に応じ、多

様な人材の参画を得るよう努めるものと

する。 

（六）施設・設備 

① 市町村立図書館は、この基準に示す図

書館サービスの水準を達成するため、図

書館資料の開架・閲覧、保存、視聴覚資

料の視聴、情報の検索・レファレンスサ

ービス、集会・展示、事務管理等に必要

な施設・設備を確保するよう努めるもの

とする。 

② 市町村立図書館は、高齢者、障害者、

乳幼児とその保護者及び外国人その他特

に配慮を必要とする者が図書館施設を円

滑に利用できるよう、傾斜路や対面朗読

室等の施設の整備、拡大読書器等資料の

利用に必要な機器の整備、点字及び外国

語による表示の充実等に努めるとともに、

児童・青少年の利用を促進するため、専

用スペースの確保等に努めるものとする。 

２ 図書館資料 

（一）図書館資料の収集等 

① 市町村立図書館は、利用者及び住民の

要望、社会の要請並びに地域の実情に十

分留意しつつ、図書館資料の収集に関す

る方針を定め、公表するよう努めるもの

とする。 

② 市町村立図書館は、前項の方針を踏ま

え、充実した図書館サービスを実施する

上で必要となる十分な量の図書館資料を

計画的に整備するよう努めるものとする。
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その際、郷土資料及び地方行政資料、新

聞の全国紙及び主要な地方紙並びに視聴

覚資料等多様な資料の整備にも努めるも

のとする。また、郷土資料及び地方行政

資料の電子化に努めるものとする。 

（二）図書館資料の組織化 

市町村立図書館は、利用者の利便性の向

上を図るため、図書館資料の分類、配架、

目録・索引の整備等による組織化に十分

配慮するとともに、書誌データの整備に

努めるものとする。 

３ 図書館サービス 

（一）貸出サービス等 

市町村立図書館は、貸出サービスの充実

を図るとともに、予約制度や複写サービ

ス等の運用により利用者の多様な資料要

求に的確に応えるよう努めるものとする。

（二）情報サービス 

① 市町村立図書館は、インターネット等

や商用データベース等の活用にも留意し

つつ、利用者の求めに応じ、資料の提供・

紹介及び情報の提示等を行うレファレン

スサービスの充実・高度化に努めるもの

とする。 

② 市町村立図書館は、図書館の利用案内、

テーマ別の資料案内、資料検索システム

の供用等のサービスの充実に努めるもの

とする。 

③ 市町村立図書館は、利用者がインター

ネット等の利用により外部の情報にアク

セスできる環境の提供、利用者の求めに

応じ、求める資料・情報にアクセスでき

る地域内外の機関等を紹介するレフェラ

ルサービスの実施に努めるものとする。 

（三）地域の課題に対応したサービス 

市町村立図書館は、利用者及び住民の生

活や仕事に関する課題や地域の課題の解

決に向けた活動を支援するため、利用者

及び住民の要望並びに地域の実情を踏ま

え、次に掲げる事項その他のサービスの

実施に努めるものとする。 

ア就職・転職、起業、職業能力開発、日

常の仕事等に関する資料及び情報の整

備・提供 

イ子育て、教育、若者の自立支援、健康・

医療、福祉、法律・司法手続等に関する

資料及び情報の整備・提供 

ウ地方公共団体の政策決定、行政事務の

執行・改善及びこれらに関する理解に必

要な資料及び情報の整備・提供 

（四）利用者に対応したサービス 

市町村立図書館は、多様な利用者及び住

民の利用を促進するため、関係機関・団

体と連携を図りながら、次に掲げる事項

その他のサービスの充実に努めるものと

する。 

ア（児童・青少年に対するサービス） 児

童・青少年用図書の整備・提供、児童・

青少年の読書活動を促進するための読み

聞かせ等の実施、その保護者等を対象と

した講座・展示会の実施、学校等の教育

施設等との連携 

イ（高齢者に対するサービス） 大活字本、

録音資料等の整備・提供、図書館利用の

際の介助、図書館資料等の代読サービス

の実施 

ウ（障害者に対するサービス） 点字資料、

大活字本、録音資料、手話や字幕入りの

映像資料等の整備・提供、手話・筆談等

によるコミュニケーションの確保、図書

館利用の際の介助、図書館資料等の代読

サービスの実施 

エ（乳幼児とその保護者に対するサービ

ス） 乳幼児向けの図書及び関連する資

料・情報の整備・提供、読み聞かせの支

援、講座・展示会の実施、託児サービス

の実施 

オ（外国人等に対するサービス） 外国語

による利用案内の作成・頒布、外国語資

料や各国事情に関する資料の整備・提供 

カ（図書館への来館が困難な者に対する

サービス） 宅配サービスの実施 

（五）多様な学習機会の提供 

① 市町村立図書館は、利用者及び住民の

自主的・自発的な学習活動を支援するた

め、講座、相談会、資料展示会等を主催

し、又は関係行政機関、学校、他の社会

教育施設、民間の関係団体等と共催して

多様な学習機会の提供に努めるとともに、

学習活動のための施設・設備の供用、資
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料の提供等を通じ、その活動環境の整備

に努めるものとする。 

② 市町村立図書館は、利用者及び住民の

情報活用能力の向上を支援するため、必

要な学習機会の提供に努めるものとする。 

（六）ボランティア活動等の促進 

① 市町村立図書館は、図書館におけるボ

ランティア活動が、住民等が学習の成果

を活用する場であるとともに、図書館サ

ービスの充実にも資するものであること

にかんがみ、読み聞かせ、代読サービス 

等の多様なボランティア活動等の機会や

場所を提供するよう努めるものとする。 

② 市町村立図書館は、前項の活動への参

加を希望する者に対し、当該活動の機会

や場所に関する情報の提供や当該活動を

円滑に行うための研修等を実施するよう

努めるものとする。 

４ 職員 

（一）職員の配置等 

① 市町村教育委員会は、市町村立図書館

の館長として、その職責にかんがみ、図

書館サービスその他の図書館の運営及び

行政に必要な知識・経験とともに、司書

となる資格を有する者を任命することが 

望ましい。 

② 市町村教育委員会は、市町村立図書館

が専門的なサービスを実施するために必

要な数の司書及び司書補を確保するよう、

その積極的な採用及び処遇改善に努める

とともに、これら職員の職務の重要性 

にかんがみ、その資質・能力の向上を図

る観点から、第一の四の②に規定する関

係機関等との計画的な人事交流（複数の

市町村又は都道府県の機関等との広域的

な人事交流を含む。）に努めるものとす

る。 

③ 市町村立図書館には、前項の司書及び

司書補のほか、必要な数の職員を置くも

のとする。 

④ 市町村立図書館は、専門的分野に係る

図書館サービスの充実を図るため、必要

に応じ、外部の専門的知識・技術を有す

る者の協力を得るよう努めるものとする。 

（二）職員の研修 

① 市町村立図書館は、司書及び司書補そ

の他の職員の資質・能力の向上を図るた

め、情報化・国際化の進展等に留意しつ

つ、これらの職員に対する継続的・計画

的な研修の実施等に努めるものとする。 

② 市町村教育委員会は、市町村立図書館

の館長その他の職員の資質・能力の向上

を図るため、各種研修機会の拡充に努め

るとともに、文部科学大臣及び都道府県

教育委員会等が主催する研修その他必要 

な研修にこれら職員を参加させるよう努

めるものとする。 

 

二 都道府県立図書館 

１ 域内の図書館への支援 

① 都道府県立図書館は、次に掲げる事項

について、当該都道府県内の図書館の求

めに応じて、それらの図書館への支援に

努めるものとする。 

ア資料の紹介、提供に関すること 

イ情報サービスに関すること 

ウ図書館資料の保存に関すること 

エ郷土資料及び地方行政資料の電子化に

関すること 

オ図書館の職員の研修に関すること 

カその他図書館運営に関すること 

② 都道府県立図書館は、当該都道府県内

の図書館の状況に応じ、それらの図書館

との間における情報通信技術を活用した

情報の円滑な流通や、それらの図書館へ

の資料の貸出のための円滑な搬送の確保

に努めるものとする。 

③ 都道府県立図書館は、当該都道府県内

の図書館の相互協力の促進等に資するた

め、当該都道府県内の図書館で構成する

団体等を活用して、図書館間の連絡調整

の推進に努めるものとする。 

２ 施設・設備 

都道府県立図書館は、第二の二の６によ

り準用する第二の一の１の(六)に定める

施設・設備のほか、次に掲げる機能に必

要な施設・設備の確保に努めるものとす

る。 

ア研修 

イ調査研究 
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ウ市町村立図書館の求めに応じた資料保

存等 

３ 調査研究 

都道府県立図書館は、図書館サービスを

効果的・効率的に行うための調査研究に

努めるものとする。その際、特に、図書

館に対する利用者及び住民の要望、図書

館運営にかかわる地域の諸条件、利用者

及び住民の利用促進に向けた新たなサー

ビス等に関する調査研究に努めるものと

する。 

４ 図書館資料 

都道府県立図書館は、第二の二の６によ

り準用する第二の一の２に定める事項の

ほか、次に掲げる事項の実施に努めるも

のとする。 

ア市町村立図書館等の要求に十分に応え

るための資料の整備 

イ高度化・多様化する図書館サービスへ

の要請に対応するための、郷土資料その

他の特定分野に関する資料の目録・索引

等の整備及び配布 

５ 職員 

① 都道府県教育委員会は、都道府県立図

書館において第二の二の６により準用す

る第二の一の４のに定める職員のほか、

第二の二の１、(一）３及び４に掲げる機

能を果たすために必要な職員を確保する

よう努めるものとする。 

② 都道府県教育委員会は、当該都道府県

内の図書館の職員の資質・能力の向上を

図るため、それらの職員を対象に、必要

な研修を行うよう努めるものとする。 

６ 準用 

第二の一に定める市町村立図書館に係る

基準は、都道府県立図書館に準用する。 

 

第三私立図書館 

一 管理運営 

１ 運営の状況に関する点検及び評価等 

① 私立図書館は、その運営が適切に行わ

れるよう、図書館サービスその他図書館

の運営に関する適切な指標を選定し、こ

れらに係る目標を設定した上で、その目

標の達成状況等に関し自ら点検及び評価

を行うよう努めるものとする。 

② 私立図書館は、前項の点検及び評価の

ほか、当該図書館の運営体制の整備の状

況に応じ、図書館の事業に関して学識経

験のある者、当該図書館の利用者その他

の関係者・第三者による評価を行うこと

が望ましい。 

③ 私立図書館は、前二項の点検及び評価

の結果に基づき、当該図書館の運営の改

善を図るため必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。 

④ 私立図書館は、第一項及び第二項の点

検及び評価の結果並びに前項の措置の内

容について、積極的に公表するよう努め

るものとする。 

２ 広報活動及び情報公開 

私立図書館は、積極的かつ計画的な広報

活動及び情報公開を行うことが望ましい。 

３ 開館日時 

私立図書館は、開館日・開館時間の設定

に当たっては、多様な利用者に配慮する

ことが望ましい。 

４ 施設・設備 

私立図書館は、その設置の目的に基づく

図書館サービスの水準を達成するため、

多様な利用者に配慮しつつ、必要な施

設・設備を確保することが望ましい。 

二 図書館資料 

私立図書館は、当該図書館が対象とする

専門分野に応じて、図書館資料を計画的

かつ継続的に収集・組織化・保存し、利

用に供することが望ましい。 

三 図書館サービス 

私立図書館は、当該図書館における資料

及び情報の整備状況、多様な利用者の要

望等に配慮して、閲覧・貸出・レファレ

ンスサービス等のサービスを適切に提供

することが望ましい。 

四 職員 

① 私立図書館には、専門的なサービスを

実施するために必要な数の司書及び司書

補その他職員を置くことが望ましい。 

② 私立図書館は、その職員の資質・能力

の向上を図るため、当該職員に対する研

修の機会を確保することが望ましい。 
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愛知県図書館の利用状況の推移等 
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(表１) 来館者数と貸出冊数の推移（平成3年度～平成25年度）

貸出点数
来館者数

貸出点数を3冊から
6冊に、AVの貸出開始
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(表２） 協力貸出冊数推移（平成3年度～平成25年度）
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（表３） 資料費（予算）推移（平成3年度～平成26年度） 
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名古屋市

31,256人

67.2%

尾張

10,310人

22.2%

西三河

2,151人 4.6%

東三河

462人 1.0%
県外

2,364人5.1%

（表４） 地域別登録者数（平成26年3月末）

登録者総数
46,543人
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7.5%

県内大学･他

795点

3.9%

県外

1,647点

8.1%

貸出総数
20,329点

（表5）協力貸出(図書館等への貸出)地域別冊数
（平成25年度）
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（表７）インターネットコンテンツアクセス状況（平成13年度～平成25年度）
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（表６） 年代別登録者数推移（平成5年度～平成25年度）
71歳～
61歳～70歳
51歳～60歳
41歳～50歳
31歳～40歳
21歳～30歳
11歳～20歳
0歳～10歳

年度
自治体
数

設置自治
体数

設置率
(%)

図書館
数

専任職
員数(人)

うち司書
(人)

非常勤
臨時(人)

委託・派
遣(人)

貸出数(点)
予算額資料
費(千円)

15年度 87 58 67 88 590 309 554 38,635,389 1,756,487

16年度 74 54 73 88 576 303 531 83 39,550,485 1,710,639

17年度 63 51 81 90 548 311 566 38,398,460 1,771,280

18年度 63 51 81 90 537 324 570 200 40,806,122 1,761,381

19年度 61 50 82 91 534 307 572 242 41,921,759 1,666,673

20年度 61 50 82 91 523 297 569 351 44,175,203 1,800,213

21年度 57 50 88 92 517 283 600 369 45,307,643 1,552,638

22年度 54 47 87 93 504 274 637 422 47,189,822 1,472,046

23年度 54 47 87 93 485 264 610 444 47,432,671 1,426,122

24年度 54 48 89 94 465 247 627 550 46,931,660 1,476,402
指定管理者導入館　１２館（平成26年4月）

（表８）　愛知県内市町村立図書館のこの１０年（『日本の図書館』による）
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